
 

仕  様  書  

 

１ 件  名 令和７年度 宮城県知事選挙公営ポスター掲示場設置及び撤去業務 

２ 履行場所 岩沼市内１２６か所（別紙「ポスター掲示場設置場所調書」のとおり） 

３ 履行期間 契約締結日の翌日から令和７年１１月２８日まで 

４ 業務内容 ポスター掲示板（以下「掲示板」という。）を作成の上、市が指定する 

場所に設置し、選挙終了後に撤去、処理すること。 

５ 規 格 等 別紙１、別紙２のとおり 

６ 設置開始 発注者からの指示により開始すること。 

７ 設置期限 令和７年１０月８日までに設置すること。 

８ 撤去開始 令和７年１０月２７日から開始すること。 

９ 撤去期限 令和７年１１月７日までに撤去すること。 

10 保守期間 設置開始日から撤去開始日まで 

 

11 掲示板の設置についての注意事項 

 ① 別紙「ポスター掲示場設置場所調書」の示す場所に設置することとし、調書に指

定する工種（Ａ,Ｂ,Ｃ，Ａ・Ｃ）で設置するものとする。 

 ② 上記箇所で、市民が見やすい方向、かつ樹木や電柱等に隠れることのない位置を

考慮して設置すること。 

 ③ 人や車等の通行に支障がないように掲示板を設置すること。また、設置作業にあ

たっても周囲の状況に十分配慮すること。 

 ④ 設置作業にあたっては、土地、建物、工作物の所有者、管理者又は居住者（以下

「所有者等」という。）が、市に対し設置の承諾をしていることを所有者等に確認

の上、実施すること。ただし、空き地等で近くに所有者等がいない場合は、この限

りではない。 

 ⑤ 設置にあたっては、強風等にも十分耐え得るよう強固に設置すること。なお、設

置方法等については、別紙１のとおりとするが、別紙１以外の設置方法で十分な強

度を確保できる場合に限り、市と協議の上で設置方法を変更可能とする。 



 ⑥ 掲示板を建物や工作物に固定して設置する場合は、建物や工作物が破損しない

ように十分配慮し対処すること。また、建物や工作物に破損等が生じた場合には、

市に報告の上、受注者は責任をもって現状に復旧すること。 

  ⑦ 掲示板の設置・保守管理業務に伴う賠償責任保険に加入すること。 

 ⑧ 指定場所に設置不能の場合には、市に連絡し、指示を受けること。 

 ⑨ 設置が完了したときは、別紙２のとおり、市が交付するシールを板面の指定箇所

に貼付すること。 

12 掲示板の保守について 

   設置後の保守については、必要に応じて巡回し、破損・倒壊等があった場合は、市

に報告の上、直ちに修復すること。 

  13 掲示板の撤去についての注意事項 

   ① 掲示板設置のために掘り起こした所は、責任をもって現状に復旧すること。 

   ② 撤去した掲示板及び資材は、受注者の責任において適正に処分を行うこと。 

   ③ 撤去終了後、所有者等に報告し、了承を得ること。また、所有者等から設置によ

る苦情があったときは、市に報告の上、受注者は責任をもって対処すること。 

  14 報告書の提出について 

 ① 掲示板を設置したときは、設置前・設置後の写真（各１枚、周辺の風景が入った

全景）を「ポスター掲示場設置場所調書」の順に綴り、公示日前日までに提出する

こと。 

 ② 掲示板を撤去・処理後、掲示板を撤去した写真（１枚）を「ポスター掲示場設置

場所調書」の順に綴り、令和７年１１月２８日まで市に提出すること。 

15 特記事項 

 ① 履行期間中、市から掲示場の修理、修復等の指示があったときは、受注者は直ち

に実施できるような体制を整えておくこと。また、万一の修理等に備えるため、予

備として掲示板を２か所分準備しておくこと。 

② 受注者は、市にあらかじめ担当者氏名及び連絡先等を報告しておくこと。  


